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１．はじめに 

 

世田谷区では、平成１９年３月の「入札制度改革の提言（世田谷区入札制度改革検討委員

会）」等を踏まえ、これまでに、一般競争入札や希望制指名競争入札の拡充、入札監視委員会

の設置など、入札・契約制度における競争性、公正性、透明性等の向上に向け、様々な取組が

進められてきた。 

しかしその後、いわゆるリーマンショックや欧州危機等を背景とした世界経済の低迷に加え、

東日本大震災の発生や深刻なエネルギー問題など、我が国の社会経済環境はこの数年で急激

に変化した。現下の厳しい経済環境の中で、企業間競争は益々激しくなり、一部には採算を度

外視した受注をせざるを得ない状況も見受けられるなど、企業の経営環境は一層厳しくなってい

る。これは区の公共事業等を請け負う事業者にとっても例外ではない。入札における過度な競

争は、公共事業の品質や区民サービスの低下を招き、下請け事業者へのしわ寄せや労働環境

の悪化などの問題にもつながっていく恐れがある。このような背景の中で、平成２３年第１回世田

谷区議会定例会において、「公契約条例に係る検討委員会設置を求める請願」が採択された。 

こうした状況を踏まえ、世田谷区は、より良い公契約・入札制度の構築を目指して、平成２３年

９月、世田谷区にふさわしい今後の公契約のあり方について調査及び検討を行うことを目的とし

た「世田谷区公契約のあり方検討委員会」を設置した。本検討委員会に求められた調査・検討

事項は、主として、「①公契約のあり方に関すること」、「②入札制度改革に関すること」の２つで

ある。本報告書は、平成２３年９月以降８回に亘って開催された検討委員会での議論をとりまとめ

たものである。 

 

世田谷区公契約のあり方検討委員会 
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２．世田谷区におけるこれまでの入札制度改革の取組 

本「世田谷区公契約のあり方検討委員会」の以前に、世田谷区では、入札制度改革につい

て次のような取組が行われてきた。 

 

（１） 世田谷区入札制度改革検討委員会（平成１９年１月～） 

世田谷区では、平成１８年１２月、世田谷区が発注する公共工事等の入札制度について、

透明性、公正性、競争性の向上を検討するため、学識経験者と区民代表による「世田谷区

入札制度改革検討委員会」を設置した。検討委員会は、平成１９年１月以降４回開催され、

平成１９年３月に「入札制度改革の提言（答申）」がまとめられた。 

 

○「入札制度改革の提言（答申）」のポイント 

・一般競争入札の拡大 

・希望制指名競争入札の適用範囲の見直し 

・世田谷区独自格付の廃止 

・予定価格の事前公表及び精度向上への取組 

・入札監視委員会等の設置 

・指名停止措置の強化 

 

（２） 世田谷区における入札制度改革の取組（平成１９年度以降） 

世田谷区では、前述の「入札制度改革の提言（答申）」やその時々の社会経済情勢等を

踏まえ、平成１９年度以降、順次、入札制度改革の取組が進められてきた。その主な内容は

次のとおりである。 

○工事成績優良工事の公表（平成１９年８月から） 

・工事成績評定の上位１０位までの工事について、請負者や主任技術者等を公表 
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○指名停止措置の強化（平成１９年１０月） 

・談合等の不正行為に係る指名停止期間（最長期間）を延長 

○入札監視委員会の設置（平成１９年１２月） 

・入札・契約手続の適正を担保するための第三者機関として、学識経験者による入

札監視委員会を設置 

○工事入札の見積り期間の延長（平成２０年４月から） 

・十分な積算期間を確保するため、５千万円以上の工事について見積り期間を延長 

○単品スライド条項の基準策定と運用開始（平成２０年７月） 

・資材価格の高騰に対応するため、契約における単品スライド条項の運用を開始 

○独自格付の廃止（平成２０年９月から） 

・区の独自格付を廃止し、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける共

同格付に一元化 

○物品購入、委託契約等における希望制指名競争入札の導入（平成２０年１０月から） 

・指名競争入札から希望制指名競争入札へ 

○随意契約締結状況等の公表拡大（平成２０年１０月から） 

・従来の工事契約に加え、委託契約等についても随意契約の締結状況を公表 

○前払金制度の拡充（平成２０年１２月、２１年７月） 

・緊急総合経済対策の一環として、前払金の限度額引き上げ等を実施 

○工事契約における一般競争入札の拡大（平成２１年４月から） 

・希望制指名競争入札から一般競争入札へ 

○総合評価競争入札の試行実施（平成２１年度から） 

・工事契約の一部において、価格以外の要素を含めて落札決定を行う「総合評価競

争入札」を試行実施 

○最低制限価格の引き上げ（平成２１年１０月から） 

・最低制限価格の算定方法と設定範囲を見直し（基準の引き上げ） 



 4

○業務委託履行評価制度の試行（平成２２年２月から） 

・建物清掃業務の委託契約において、業務委託履行評価を試行実施 

○暴力団等排除措置要綱の制定（平成２４年４月施行） 

・東京都暴力団排除条例の施行に伴い、区における排除措置要綱を制定 

など 
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３．世田谷区の入札制度を取り巻く現状、課題等 

（１） 世田谷区の入札制度を取り巻く現状と課題 

世田谷区ではこれまでの間、前述のとおり、入札における競争性、公正性、透明性の向

上、履行品質の確保等の観点から、入札制度改革の様々な取組が進められてきた。しかし

その後、いわゆるリーマンショックや欧州危機を背景とする世界的な経済金融情勢の低迷に

加え、東日本大震災の発生や深刻なエネルギー問題など、我が国の社会経済環境はこの

数年で急激に変化した。現下の厳しい経済環境の中で、企業間競争は益々激しくなってお

り、一部には採算を度外視した受注をせざるを得ない状況も見受けられるなど、企業の経営

環境は一層厳しくなっている。これは、世田谷区の公共事業を請け負う事業者にとっても例

外ではない。入札における過度な競争は、公共事業の品質や区民サービスの低下を招き、

公共事業を請け負う事業者の経営環境の悪化やそこで働く労働者の労働環境の悪化、下

請け事業者へのしわ寄せなどの問題につながっていく恐れがある。 

一方、全国的に公共事業の縮小傾向が続く中で、一部の事業者には、各地に支店や営

業所を新たに設置することで、多くの地方自治体からの仕事を確保するといった動きも見ら

れる。このような事業者の中には、まったく業務実態のない支店（いわゆるペーパーカンパ

ニー）を設置する事業者や、極端な低価格で受注した上、粗雑履行や業務の丸投げなどを

行う悪質な事業者も存在することが指摘されている。全国的にこのような状況が見受けられ

ることから、世田谷区においても、現在、新規参入者に対する現地調査の強化や受注制限

等の対策を講じているところである。 

このような中、平成２３年第１回区議会定例会において、「公契約条例に係る検討委員会

設置を求める請願」が採択され、同年９月、公契約のあり方について調査及び検討を行うた

め「世田谷区公契約のあり方検討委員会」を設置した。 

東日本大震災以降、地方自治体においては、防災・減災対策をいかに進めていくかが

問われている。震災直後、瓦礫の山の中で、道路の位置関係等を正確に把握できたのは地

元事業者であり、迅速な復旧対応に大きな力を発揮したと聞く。今後、地方自治体の入札・
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契約に関して、従来からの地域産業の活性化という視点とともに、防災・減災対策といったよ

うな地域貢献等の面からの検討も必要になってくると考えられる。 

また、労働環境の問題についても、それまで減少傾向が続いていた労務単価が平成２４

年から上昇傾向に転ずるなどの変化も見られるので、今後、これらの状況も踏まえる必要が

あると考えられる。 

 

（２） 検討にあたっての論点整理 

前述のような世田谷区の入札環境を取り巻く現状を踏まえ、本検討委員会において世田

谷区にふさわしい公契約のあり方を検討するにあたり、以下の４つの論点を整理した。 

① 入札の方式等について 

・一般競争入札、希望制指名競争入札を基本とする現状の入札方式や、総合評価競

争入札等の活用方法について、今後どうあるべきか。 

② 履行の質の確保策について 

・入札における適正価格での受注と公共事業の履行品質を確保するために、どのよう

な対策を取るべきか。 

③ 公契約の相手方におけるコンプライアンス（法令遵守）について 

・公契約の相手方が公共事業や区民サービス等に直接携わることを踏まえ、受注事業

者におけるコンプライアンス（法令遵守）に関し、発注者としてどのような対策を取っ

ていくべきか。 

④ 区内産業の活性化と公契約のあり方について 

・区内産業の活性化との関係において、公契約はどうあるべきか。 

・災害対策や地域ボランティアなどの地域貢献や社会貢献について、公契約との関係

はどうあるべきか。 
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４．検討委員会におけるこれまでの調査・検討状況 

本検討委員会ではこれまで、世田谷区の入札・契約制度の状況等に関して、様々な調査・分

析、検討を進めてきたが、その概要は以下のとおりである。 

 

（１） 世田谷区における入札・契約の状況（落札率等の状況） 

平成１９年度以降、入札制度改革の取組が進められてきたことを踏まえ、世田谷区にお

ける最近の入札参加者数や落札率等の状況について調査・分析を行った。 

まず、工事契約については、平成２１年度から、従来の希望制指名競争入札を原則廃止

し、全面的に一般競争入札を導入したが、入札案件ごとの参加者数の変化について、制度

改正前後で比較してみると、一部工種で若干の増加があるものの、工事全体としては、特に

大きな状況変化は見られない。これは、従前から入札参加の希望制を採用しており、実質

的に一般競争入札と同様の入札参加機会の拡大が図られていたことによるものと考えられ

る。また、工事契約全体の落札率の推移について見てみると、年度によって若干の違いは

あるものの、平成１９年度までは、毎年９４％前後で推移していたが、平成２０年度以降は大

きく低下し概ね９０％前後で推移している。契約案件ごとの落札率を見てみると、工事につ

いては、小額工事を除いて最低制限価格が適用されるため、落札率は大部分が８０～９０％

台に集中している。一部の工種では、落札率が最低制限価格付近に集中するなど、競争が

激しくなっている状況が見られる。一部の最低制限価格が適用されない小額工事では、落

札率４０～６０％となるケースも若干発生している。 

一方、委託業務（物品購入含む）については、平成２０年度途中から、それまでの指名競

争入札に変えて希望制指名競争入札を導入したが、これにより、入札参加者数については

全体的に大きく増加している。業務によっては、参加者数が従前の倍以上になっているもの

もあり、参加者数の増加傾向が顕著に現れている。また、落札率の推移では、全体的に低

下傾向にあるが、制度改正前の平成１９年度と改正後の平成２１年度を比較すると、委託全

体では、８４％程度から７１％程度に低下している。翌平成２２年度は、建物清掃の業務に最
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低制限価格制度を導入した影響等から、落札率は７５％程度に上がっている。契約案件ごと

の落札率を見てみると、委託業務の多くは最低制限価格制度を導入していないことから、工

事とは異なり、落札率は、概ね４０％台から９０％台の幅で分布している。一部では４０％を下

回る極端なケースも発生している。 

以上のように、全体的には、入札参加者数の増加や落札率の低下等が現れており、これ

らは、入札における競争性の向上や区の財政支出の縮減といった効果につながっているも

のである。しかし、一部には、極端に低い落札率での受注も見受けられ、ダンピングによる粗

雑履行などの悪影響が懸念されるところである。 

 

（２） 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度 

世田谷区では、工事契約全般（小額工事を除く）及び一部の委託契約（設計・測量・建物

清掃）に最低制限価格制度を導入している。最低制限価格制度は、ダンピング防止と履行

品質の確保等のため、一定の基準額以下の入札を自動的に失格とする仕組みである。また、

工事契約のうち議会の議決を要する１億８千万円以上の案件については、低入札価格調査

制度を導入しており、本制度は、一定の基準額以下の入札について、必要な調査を行った

上で落札の可否決定を行うものである。 

最低制限価格（低入札調査基準価格を含む。以下同じ。）については、世田谷区では非

公表としており、直近では平成２１年度に基準の引き上げを行っている。現在は、予定価格

の３分の２から１０分の８．５の範囲において、一定の計算のもとで定めることとなっており、国

における現在の基準（１０分の７から１０分の９の範囲）より低いものとなっている。 

 

（３） 総合評価競争入札制度 

世田谷区では、平成２１年度より、工事契約の一部を対象に、総合評価競争入札の試行

を実施している。実施手法は、国の「市町村向け簡易型」モデルをベースとしており、入札価

格以外に、過去の工事成績、配置予定技術者の能力等を評価するものである。平成２４年
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度からは、新たに、災害時協力協定の「地域貢献評価」を導入し、試行を継続している。これ

までの件数実績は、平成２１年度３件、２２年度６件、２３年度７件、２４年度は２０件となってい

る。このうち、入札価格が１番低かった事業者以外が最終的な落札者となったケースは合計

で６件となっている。 

本制度は、建設工事における安定的な品質確保及び不良不適格事業者の参入防止等

を目的としているが、これまでの結果で見ると、総合評価競争入札で実施した契約案件の工

事成績は、全体の工事成績の平均に比べて、非常に高い結果となっており、履行品質の確

保・向上に向けた一定の効果が出ていると考えられる。しかし、一方で、本制度は、一般の

競争入札手続に比べ、発注者・事業者双方にとって、やや事務が煩雑となる面があり、過去

の総合評価競争入札の実績の中では、入札参加者がやや少ないケースも見受けられ、競

争性の確保といった課題にも留意する必要がある。 

 

（４） アンケート調査・ヒアリング調査の実施 

区との契約事業者等における事業環境や入札環境等の状況をより詳細に把握するため、

平成２４年６月にアンケート調査、８月から１０月にかけてヒアリング調査を実施した。アンケー

ト調査は、事業者用と労働者用を用意し、事業者については、平成２３年度に世田谷区と契

約実績のあるすべての建設事業者（区内下請事業者含む）２５１者と、委託事業者（一部業

種を除く）及び指定管理協定を結んでいる事業者４１１者、合計６６２者を対象とした。また、

労働者については、調査期間中に区の発注工事が行われている工事現場１５箇所を対象と

した。回収率は、建設事業者が８２．５％（２０７票）、委託事業者が７５．４％（３１０票）であり、

労働者についても１５現場から２０９票の回収があった。通常のアンケート調査に比べると、

極めて高い回収率となっており、公契約や入札制度に対する関心の高さがうかがえる。アン

ケート結果における特徴的な事項は以下の通りである（アンケート結果の詳細については巻

末資料編を参照）。 
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＜アンケート結果 ～特徴的な事項～＞ 

ⅰ．事業者（以下数値は建設事業者の例） 

○ 事業者の経営環境について、このところ「悪化している」との回答が、「変わらず」とと

もに多くなっている。 

・ 「大きく悪化」又は「悪化」が４４．９％、「変わらず」が４６．９％、「大きく改善」又は

「改善」が７．７％。 

○ 最近の公共工事の受注額について、このところ「減少している」との回答が多くなって

いる。 

・ 「大きく減少」又は「減少」が４７．８％、「大きく増加」又は「増加」が１９．３％、「変わ

らず」が３１．９％。 

○ 従業員の平均賃金については、このところ「あまり変わっていない」との回答が最も多

く、次いで、「減少している」がやや多くなっている。 

・ 従業員の平均賃金は、「変わらず」が５７．５％、「大きく減少」又は「減少」が 

２６．６％、「大きく増加」又は「増加」が１５．５％。（＊正職員の場合） 

○ このところの区の入札環境については、競争が厳しくなっているといった回答が多く

なっている。（複数回答あり。） 

・ 区の発注本数が減っており、競争が激しくなっている。 ４９．７％ 

・ 価格競争が激しく、不適切な水準での落札が増えている。 ４５．６％ 

・ 入札参加者が増加しており、競争が激しくなっている。 ３８．５％ 

・ 落札率が低下している。 ３５．４％ 

・健全な競争環境にあり、特に問題はない。 １２．３％ 

○ 最低制限価格の水準について、「引き上げて欲しい」との回答が多くなっている。 

・ 最低制限価格を、「引き上げて欲しい」が７５．６％、「このままでよい」が２３．３％、

「引き下げて欲しい」が０．６％。 
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○ 他自治体の公契約条例の動きについて、「よく知らない」との回答が多くなっている。 

・ 公契約条例について、よく知らない。 ４６．９％ 

・ 公契約条例は知っているが、どうすればいいか分からない。 １０．１％ 

・ 労働環境の改善等のため、公契約条例の制定が必要である。 １８．４％ 

・ 労働環境は経営上の問題なので、条例制定は必要ない。 １４．０％ 

 

ⅱ．労働者 

○ 現在の職種から得る収入は、このところ「変わらない」に次いで、「減っている」との回

答が多くなっている。 

・ 収入は、「変わらない」が４６．９％、「大きく減っている」又は「減っている」が４４．０％、

「増えている」が７．７％。 

○ 建退共証紙の貼付を受けているかについては、「手帳を持っていない」が３０．６％、

「貼付を受けていない」が２３．０％、「貼付を受けている」が２１．１％、「建退共を知らな

い」が１５．８％。 

○ 他自治体の公契約条例の動きについて、「よく知らない」との回答が多くなっている。 

・ 公契約条例について、よく知らない。 ５１．２％ 

・ 労働環境の改善等のため、公契約条例の制定が必要である。 ２２．０％ 

・ 労働環境は経営上の問題なので、条例制定は必要ない。 ７．７％ 

・ 公契約条例は知っているが、どうすればいいか分からない。 １．９％ 

 

ヒアリング調査については、平成２４年８月に、世田谷区内にある事業者の組合（工事関

係及び委託関係）及び労働関係団体を対象にヒアリングを実施し、１０月には、発注者であ

る世田谷区の各担当部署（契約担当、営繕担当、土木事業担当）からのヒアリングを実施し

た。ヒアリング調査における各団体からの主な意見等は次の通りである。 
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＜ヒアリングにおける主な意見・要望等 ～事業者関係・労働者関係～＞ 

○ 公共工事の発注については、全国的に価格競争が激しくなっている。労働者も低賃金

で働かざるを得ない環境となっている。待遇面で魅力がなくなっており、職人の減少にも

つながっている。若者が建設分野に入ってくるような対策を進める必要がある。 

○ ダンピングは、履行品質の確保、雇用の促進、経済の活性化、地元産業の育成にとっ

て大きなマイナスである。 

○ 公契約条例だけではダンピング防止にはつながらない。条例の検討だけではなく、入札

制度改革とあわせて検討を進めることが必要である。 

○ ワーキングプアなど、労働面における様々な環境改善のために、公契約条例の制定が

必要である。 

○ 地元産業の育成のために、区内本店事業者に対して優先的に発注をしてほしい。特に、

地域に密着した施工を行う必要があるものは、本店に限定した発注をしてほしい。 

○ 区と防災協力協定を締結している場合は、区内に重機、資材置き場、労働者などを常

に確保している状況である。こうした点などの地域貢献度について、契約面でより一層の

評価を行ってほしい。 

○ 現状の最低制限価格の設定では、予定価格から相当に低い金額で落札することになり、

これでは下請への発注などの面で大変厳しい状況である。資材等も値上がりしており、最

低制限価格の引き上げが必要である。 

○ 東京都共同運営の電子入札システムにおける共同格付は大まかすぎる。規模の違う事

業者が争うことのないよう、発注時の格付を細分化するなど配慮してほしい。 

○ これまでの区からの受注や施工実績を入札参加条件に取り入れてほしい。 

○ 大型の入札案件では、積算作業も大変であり、十分な積算期間を確保してほしい。 

○ 市場動向（価格等）について、速やかに設計単価に反映してほしい。 

○ 発注図書と現場の実際の状況が変わった場合などについて、適切に契約変更を行って

ほしい。 



 13

○ 履行評価を行う中で、評価が良かった場合に、次の入札において優位になるなどの仕

組みがあるとよい。 

など 

 

また、上述した事業者、労働者及び区以外の重要な関係者であり、公契約によって実施

された工事やサービスの最終的な受益者である一般区民からも幅広く意見を聞くために、

第１５期区政モニター１９８人に対し、郵便又は E メールによるアンケート調査を平成２５年６

月に実施するとともに、区の広報紙やホームページにより平成２５年７月１日から同２２日まで

区民意見を公募した。回答に当たっては、事前に中間報告書を読んでもらい、区政モニ

ターアンケートについては１５９人から（有効回収率８０．３％）、区民意見公募については６

人から回答があった。 

結果は以下の通りである。 

＜区政モニターアンケート結果＞ 

○ 区の入札方式や契約制度について、６割強の人が「関心がある」と回答している。 

・ 「大いに関心がある」が２３．３％、「少し関心がある」が４０．３％、「余り関心がない」が 

１９．５％、「全く関心がない」が４．４％。 

○ 区の入札方式や契約制度で重要なこととして、「透明性」を挙げた人が最も多く７７．４％、

次いで、「公平性」が６７．９％、その他、「履行の質の確保（事業者の技術力・実績）」 

（５７．９％）、「競争性・経済性」（５５．３％）を過半数の人が挙げている。また、法令遵守 

(３９．０％)、区内産業活性化(３２．１％)、地域貢献(１９．５％)、労働環境改善(１８．２％)と

いった所謂社会的価値の中では、前二者を重要視する人が多い。（複数回答） 

○ 公契約条例について「知っている」と回答した人は２割であった。 

○ 区が公契約条例を制定する上で最も重視すべきこととしては、競争性、経済性、公平性

及び透明性の向上を挙げた人が半数近い４８．４％で最も多く、次いで履行の質の確保

が２２．０％となっている。 
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＜入札・契約制度改革、公契約条例制定等に係る主な意見＞（公募した区民意見を含む） 

○ 入札・契約制度改革に当たっては、透明性の確保が第一に重要である。事業者や関係

労働者の意見だけでなく一般区民の意見も取り入れて欲しい。 

・ 入札方式や契約制度については、公平性、透明性が一番大切だと思う。談合や癒着

で事業者が決まらないように制度を作るのはいいことだと思う。 

・ 区民の意見をもっと取り入れる仕組みを作って欲しいです。関係業者・関係労働者の

みの偏った意見のみを取り上げるのは、バランス上不公平です。 

・ 区の入札・公契約の現状をどうやったら広く区民に知ってもらうことができるかを考える

ことが必要であると思う。殆どの区民は、おそらく知らないと思われるので。 

○ 価格以外の要素を考慮して欲しい。 

・ 中間報告書の中で、「事業者への技術力・能力を適切に評価する仕組みをつくる」と

ありましたが、そのことが契約の透明性を高め、産業の活性化やワーキングプア対策に

もつながるのではないかと考えます。また、業者も納得できる評価指標であることも重要

で、そのことが法を遵守させる基盤にもなるのではないでしょうか。具体的には、技術職

等の有資格者や社会的弱者といわれる方の雇用割合、地域防災への貢献度等を指標

として加点するなど、安価なだけではない項目が重視されてもよいと思います。その指

標は、広く区民や業者の意見を参考に摺り合わせていけばよいのではないでしょうか。 

・ 価格だけでなく、例えば受注者の工事成績などの「技術力」やボランティア活動、正規

社員の雇用実績などの「地域貢献度」を始めとする「その他の条件」を評価基準に加え

て入札を行う方式で住民サービスの質の向上を図る必要がある。 

○ 災害時協力協定締結等防災に係る地域貢献度をもっと評価して欲しい。 

・ 災害時協力協定の「地域貢献評価」を導入することは、今後予想される大災害を考え

ると必要不可欠と思われ、ウエイトを高めてもよいのでは。 

○ 区内事業者を保護・育成して欲しい。 

・ 最低制限価格の引上げ、積算期間の十分な確保、公契約条例の制定は是非進めて
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頂きたい。また、最も重視することは、23 区で最大の世田谷区は、他区から非難を浴び

ようと、区の契約の根本は区民の税金でまかなっている以上、区内産業の育成・活性化

に繋げる必要があると言うことです。これを進めるには、多少、競争性、公平性、経済性

を犠牲にしても仕方ないと判断します。世田谷区民のための契約、区民に還元される契

約を求めます。 

○ 労働法令の遵守等コンプライアンスについて点検し、違反した事業者には厳正に対処

してもらいたい。 

・ 契約の相手方の労働環境や法令遵守についても、事後的にきちんとチェックを行うよ

うにする仕組みが必要だと思います。たとえば、法令違反が認められた場合には、今後

の入札に参加できなくなるとか、そういったチェックを継続的にしたほうがよい。 

○ 公契約条例を早急に制定してもらいたい。 

・ 法的な問題など難しい課題もあるようだが、先に条例を制定した自治体も少なくないの

だから、適正な価格での受注と最低賃金の定められた、区民、在勤者・働く者を大切に

する世田谷区という、世田谷区にふさわしい公契約条例を早急に制定してもらいたい。 

・ 条例・規則の整備のほか、特に賃金・報酬下限額の適用範囲の選定、その業種にお

ける下限額の考え方と金額確認などを審議し、その後の範囲拡大なども検討していく、

労働者や事業者を含む常設的な公契約審議会を設置してもらいたい。 

○ 履行評価制度を拡充してもらいたい。 

・ 安かろう悪かろうではいけないので、履行の質の確保が重要と思う。履行後の適正な

評価策を確立し、入札にフィードバックできるようにすると良いと思う。 

・ 契約履行の評価制度によって、不良入札者の次回入札からの排除を継続して行うこと

が必要である。 

○ 区職員の能力向上に努めてもらいたい。 

・ 履行の質の確保策ですが、公示の要求書の基準が曖昧なことが大半の原因であるよ

うに感じています。この要求基準書の完成度が高く適切に作成されておれば審査（アセ
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スメント）も公平明解に実施できるはずです。このため、発注元の基準書作成能力を日

頃からどのように養成しておくかが競争入札成功のポイントになろうかと思います。また、

入札審査の段階では、基準書が完璧であれば基準書に照らして比較的簡単に適否が

見極められ、評価もすんなりと出来ると思われます。しかし、現実には基準書の完成度

が完璧でない場合が多く、アセスメントの制度が落ち、競争公開入札といいながら不透

明感が発生してしまいます。これらの問題を解決するには、一例として、有識者をボラン

ティアで日頃から活用する方法が考えられます。世田谷区には現場を十分に経験した

専門的な退職者も多くいるはずですので、日頃からこれらの人たちとのコミュニケーショ

ンの場を持って経験データベース等を作り、評価者のレベルを高めていく方法はいか

がでしょうか。 

 

一方で、区内事業者を優先したり、地域貢献度、労働環境等の価格以外の要素を重視

することにより競争性が阻害されることを懸念する意見もあった。 

・ 競争を不用意に制限することは区民の税金の無駄使いになりかねないので、慎重に行う

ことが肝要。厳しい競争によって初めて、新しい発想や技術開発が促進されることが多い。

区内事業者を優遇する契約も一歩誤ると税金の無駄使いになりかねない。防災・減災対

策は別の次元で区として総合的に立てるもので、入札制度は純粋に費用対効果で判断す

べきであろう。 

・ 区内産業の育成・活性化という観点には少し疑問があります。中間報告書を拝見すると、

区の発注先となる産業が工事関係等一部産業に偏っているように読めるため、公平な産

業育成・活性化にはつながらず、一部産業の保護につながってしまうのではないかと思い

ます。むしろ区の魅力を高める事業を幅広く実施することが肝要ではないかと思います。 

・ 区内の活性化を求めるあまり、地元企業への優先発注が主となり、サービスの質で各企

業が切磋琢磨する努力をする機会が失われては本末転倒だと思います。 

・ 労働環境まで考慮するというのは、事業が自己責任でなされている以上、そこまで介入
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すべきというのは、自由民主主義が基本の原則から少し逸脱しているように思われる。 

・ 公契約の構成要因の労働条項を自治体が優先的に扱うには無理がある。日本経済の先

行きとも関係が深い故、国の政策や企業の経営方針に任せた方が無難である。 

 

その他、公契約のあり方に関して、平成２４年１１月にシンポジウムを、平成２５年７月に報

告会を開催した。その際に来場者に対しアンケートを実施し、シンポジウムでは９９人から、

報告会では９４人から意見が寄せられた。 

主な内容は以下の通りである。 

＜入札・契約制度に関する主な意見＞ 

○ 入札参加資格を区内本店事業者に限定して、区内事業者を保護・育成して欲しい。 

・ 世田谷区内に本店をおく業者を優先し、支店、営業所は省いて頂きたい。 

・ 区内業者の育成、活性化を考えて欲しい。 

○ 最低制限価格を引き上げて欲しい（建設事業者）。導入して欲しい（委託事業者）。 

・ 委託においても最低制限価格を設けて頂きたい。また、工事の制限価格を 90％程度

まで上げて欲しい。 

○ 予定価格の積算が適正でないのでは。 

・ 工事単価が安く設定されている。実施全額を入れて下さい。 

・ 参考見積において、取りこぼれが、多々あるように思われます。 

・ 最低賃金を決めるのは良いと思うが、区側が仕様書以外の業務のサービスを求める

体質であり、受託者側がサービスを負担する事が多い。仕様書通りの業務で終わらなけ

れば、結局、受託者側の利益が損なわれ、その負担を従業員に求める事になる。 

○ 設計変更を認めて欲しい。 

・ 追加工事を別途工事としてきちんとして頂きたい。 

○ 履行の質の確保を優先すべき。指名を厳格化すべき。 

・ 区内業者最優先よりも質の向上を最優先にすべきと思います。 
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・ 業者選定の際、各社の実績を考慮して欲しい。 

・ 実際の施工管理者を配置出来ない様な施工会社を排除して下さい。 

・ 入札参加要件に違反する、又は施工品質の悪い不良不適格業者の徹底した排除を

して欲しい。 

○ 専門業者が入札に参加できるよう配慮して欲しい。 

・ 専門職があるので、きちんと発注起案時に何の業職で発注するべきなのか再考、是正

をお願いしたい。 

・ 多職種専門事業者が多く存在しながら、分離発注について何も議論されてない。多職

種多品目、専門への入札も実施する事が大事。 

○ 総合評価競争入札方式を拡充して欲しい。 

・ 工期の短縮、地域住民と円滑な事業の進行など、価格以外の提案要素を含めて落札

業者を決めるべき。 

○ 災害時協力協定締結等防災に係る地域貢献度をもっと評価して欲しい。 

・ 区との防災条例締結等を条件に入れて頂きたい。 

○ 労働報酬下限額の設定等労働条件の改善が必要である。 

・ 企業間の価格競争による低価格受注により、労働条件へのしわ寄せ、賃金低下につ

ながっています。一定の労働条件確保、安全はもとより、賃金を確保する意味で業種別

賃金下限額の決定が必要と考えます。 

 

一方で、区内事業者を優先することで競争性が阻害されることを懸念する意見もあった。 

・ 地域貢献は支店営業所単位でも可能であり、本社・本店のしばりではなく、営業所で

もその土地、地域に根を張った活動をしています。せめて営業所地域での仕事も指名

範囲にして頂きたい。 

・ 地元企業優先がいきすぎると特定の業者の利益になり、区民全体の利益にならない

のではないか。やはり入札は広く参加者を求め、競争性を高めるべきである。 



 19

・ 業者を守るのは良いが、競争力を失い、企業の体力低下を招く。いずれは弱体化して

いく。 

 

（５） 他自治体における公契約条例等の状況 

ここ数年、地方自治体における公契約条例・公共調達条例の制定が続いている。条例制

定の背景には、入札契約による競争性・公正性等の確保、過度な企業間競争による品質低

下等の防止、談合等の排除、地域経済の活性化、地元企業の育成、労働環境の改善など、

自治体により様々な状況があるが、条例のスタイルは、大きく分けて、「労働条件の改善を主

眼とするタイプ」と、「広く公共政策の実現を目指すタイプ」、またこの２つの「混合タイプ」とい

う３つの類型に分けられる。 

「労働条件の改善を主眼とするタイプ」は、公契約に係る業務に従事する労働者に対し、

民間相場（最低賃金）以上の労働賃金の支払いを義務付けることにより、官製ワーキングプ

アの防止や労働条件の改善等を目指すものであり、このタイプには、野田市や多摩市、相

模原市などがある。 

「広く公共政策の実現等を目指すタイプ」は、公共調達やそれに係る入札・契約制度に

関して、基本的な理念や考え方、発注者・受注者の責務を明確にし、公共調達によって、履

行品質の確保、地域経済の発展、優良企業の育成、環境保全などの様々な公共政策の実

現を目指すものであり、このタイプには、山形県や高知市などがある。 

また、この２つの「混合タイプ」として、川崎市や国分寺市がある。 

野田市のような「労働条件の改善」を主眼とするタイプのひとつの特徴には、公契約に係

る事業に従事する労働者賃金の下限額を条例で定める点があるが、この点については、従

来から、他の法律との関係についての課題が指摘されている。具体的には、「賃金等の勤務

条件に関する基準は法律でこれを定める」としている憲法との関係や、「労働条件に対して

公的機関が介入」することについての労働基準法等との関係、また、「地方公共団体の事務

であるか否か」といった点での地方自治法との関係などである。この点については、平成２１



 20

年３月の国会質問に対する内閣総理大臣の答弁書等を根拠として、法律上の問題はないと

する見解がある一方で、一部の地方自治体では、公契約に関する検討委員会等において、

条例制定に否定的な見解が出されたり、条例案が議会で否決されたりするなどの動きも出

ている。現時点において、公契約条例と他法律との関係においては、依然として見解の対

立があり、明確な答えは出されていない状況と言える。 

一方、各自治体における条例制定後の状況等については、労働者賃金の向上に効果が

あったとする報告等がある一方で、請負事業者における労務管理面での複雑さ（発注者に

より賃金が異なる等）や、入札・契約に係る事務コスト増大などの運用上の課題も指摘されて

いるところである。 

 

＜最近の公契約条例・公共調達条例制定の動き＞ 

○山形県公共調達基本条例 平成２０年７月施行 

○野田市公契約条例  平成２２年２月施行 

○川崎市契約条例（改正） 平成２３年４月施行 

○多摩市公契約条例  平成２４年４月施行 

○相模原市公契約条例  平成２４年４月施行 

○高知市公共調達基本条例 平成２４年４月施行 

○国分寺市公共調達条例 平成２４年１２月施行 

○渋谷区公契約条例  平成２５年１月施行 

○厚木市公契約条例  平成２５年４月施行 

○前橋市公契約基本条例 平成２５年１０月施行（予定） 

○秋田市公契約基本条例 平成２６年４月施行（予定） 
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５．世田谷区の入札制度改革に関する意見 

（１） 入札の方式等について 

世田谷区では、これまで、一般競争入札や希望制指名競争入札の拡大を進め、入札に

おける競争性、公正性、透明性等の向上を図ってきた。これらの改革は、地方自治法令の

会計原則等に即したものであり、また、当時、いわゆるゼネコン汚職をはじめとする談合事件

により、全国的に入札手続等のあり方が問われていた中で、いち早く、入札制度の見直しに

取り組んだことは評価できる。現在、長引く景気低迷の中で、区の入札競争もより厳しくなっ

ている面があるが、広く入札参加者を募ることで入札の競争性を確保していくことは、入札手

続における最も重要な基本原則であり、現在の入札方式については引き続きこれを基本と

していくべきである。今後は、一般競争入札や希望制指名競争入札を軸として、一般にその

方式のデメリットといわれる不適切事業者の参入や履行品質の低下の問題等を解決するた

めの仕組み等を充実・強化していくことが求められる。 

具体的には、総合評価競争入札やプロポーザル方式など、事業者の技術力・能力等を

適切に評価する仕組みの活用や、発注者と受注者双方のメリットとなる長期継続契約等の

活用のほか、不良・不適切事業者等の排除の観点から、指名基準の厳格化や現場調査の

徹底なども進めていくことが必要と考えられる。特に、支店や営業所については、今後も実

態がない事務所の設置が行われることも考えられるため、対策の強化が必要である。 

また、平成１９年度からの電子入札の全面導入により、入札手続の態様も大きく変化して

きたが、これに伴い、最近では、入札参加申込者の辞退や不参が目立つようになっている

現状がある。辞退（入札参加申し込みをした後、正式な届出をした上で札入れを辞退するこ

と）については、特に工事案件においては、入札参加申し込みを行った上でなければ発注

図書が見られず、積算も出来ないことから、電子入札手続の仕組み上止むを得ない部分が

あるが、不参（入札参加申込をしたにもかかわらず、届出なく札入れをしないこと）について

は、入札規律の面からも問題があり、今後、その防止に向けて何らかの対策を講じていくこと

が求められる。 
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（２） 履行の質の確保策について 

過度の価格競争は、採算性を無視した不適切価格での受注を招き、履行の質の低下に

つながる。いわゆる「安かろう悪かろう」は、公共事業や区民サービスの質の低下となり、最

終的には納税者である区民の利益が失われることとなる。 

極端な低価格落札を物理的に防ぐ入札の仕組みとしては、最低制限価格制度がある。

現在、世田谷区では、工事契約と一部の委託契約に最低制限価格制度を導入しているが、

本制度については、ダンピング防止や履行の質の確保等の観点から有効な仕組みであり、

今後も、そのあり方について引き続き検討が必要である。具体的には、工事契約については、

請負事業者における適正な利潤確保や下請け事業者への支払い、建設労働者における適

切な労働環境確保への影響等を踏まえるとともに、財政負担の増加等にも配慮しながら、そ

の適正な設定水準等について検討を行っていく必要がある。１億８千万円以上の大型契約

に適用している低入札価格調査制度についても、例えば、一定基準以下の価格の場合は

自動的に失格となる「失格基準」などの導入が考えられる。 

委託契約については、現在、一部業種にのみ最低制限価格制度を導入しているが、そ

れ以外の業務のうち、特に人件費割合の多い労働集約型業務を中心に、導入の必要性等

について検討することが必要である。ただし、委託業務については、その業務の種類によっ

ては、受注事業者の規模や体制等によって応札価格に大きな幅が出る可能性もある。この

ような場合、最低制限価格の導入が、区の効率的な予算執行の観点から問題が生じることも

考えられるので、これらの点にも十分配慮しながら検討していくことが求められる。 

また、履行の質の確保に向けては、事業者の技術力や過去の履行実績など、価格以外

の事項を適切に評価する総合評価競争入札の活用も重要になってくる。現在、世田谷区で

は、一定規模以上の工事契約を対象に総合評価競争入札を試行しており、工事成績の向

上などの一定の効果も見られている。今後、価格評価とそれ以外の評価との適正なバランス、

事務手続の効率化、競争性の確保等にも留意しながら、本格実施に向けて制度設計を進

めていく必要がある。さらに、委託契約では、工事契約のような成績評定の仕組みが導入さ
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れていないことから、直ちに総合評価競争入札を導入することは困難な面があるが、当面は、

建物清掃業務で現在試行的に導入している業務委託履行評価制度について、他の業務へ

の導入も含め、制度としての確立を目指していくことが求められる。 

さらに、特に工事契約においては、実際の工事着手以降に、当初設計と状況が異なって

くる部分が少なからずあるが、このような場合には、適切に契約変更を行うことが必要になっ

てくる。請負契約の趣旨から、増額等の安易な契約変更は問題であるが、状況変化等により

設計を変更する場合には、それに伴う所要の経費は区が負担すべきものである。どういった

場合に契約変更を行うか等について、発注者と受注者の双方で共通認識を持っておくこと

は重要であり、例えば、契約変更に関するガイドラインなどを策定することも有効である。 

 

（３） 公契約の相手方におけるコンプライアンス（法令遵守）について 

世田谷区の入札手続は、現在、東京都の市区町村全体で運営している共同運営電子調

達システムにより行っている。事業者が入札に参加しようとする場合には、この共同運営電

子調達システムにおける入札参加資格を取得する必要があり、この登録の際に、事業者の

財務諸表の提出や納税状況等の確認を行うなど、公契約に参加する事業者としての適格

性の審査が行われている。しかしながら、これはあくまで基本的かつ形式的なものが中心で

あり、公共サービス等に直接関わる事業者として、コンプライアンスを含め真に適格な事業

者であるかといった確認まで行うものではない。労働者の社会保険にすら加入しない事業

者がいるなどの現状の中で、結果としてこのような事業者が入札競争で優位に立つような状

況が生じることは、あってはならないことである。 

公契約の相手方である事業者は、公共施設の建設等を行ったり、区民サービスに直接

関わる業務を行うことから、必要な技術力や履行能力を備えていることはもとより、適切な元

請下請関係や労働環境等が確保されていることも必要である。このような公契約に関わる事

業者としての一定の責任を踏まえ、今後、発注者として、公契約の相手方におけるコンプラ

イアンスの確認に関し、何らかの対策を講じていくことが必要である。しかし、これらの対策に
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あたっては、事務量やコストの増大といった課題もある。特に世田谷区においては、本契約

だけでも年間３千本近い件数があり、物理的な限界もあることから、例えば、契約締結の際

に、事業者から法令遵守事項の申告書やチェックシート等を提出させるなど、物理的に対応

可能であり、かつ実効性が確保されるような手法について、具体的な検討を進めることが必

要と考える。あわせて、公契約の相手方としてどのような事業者を求めるのかといった点につ

いて、発注者として明確に発信しながら、啓発や指導を行っていくことも必要であると考え

る。 

 

（４） 区内産業の活性化と公契約のあり方について 

地方自治体が発注する契約に関しては、地域産業の育成・活性化等の観点から、一般

に、地域要件の設定などの地元企業への優先発注が行われている。この点に関しては、地

方自治法施行令や官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律にその一定の

根拠があるほか、毎年度閣議決定されている国の契約方針の中でも、「適切な地域要件の

設定や、地域への精通度等地域企業の適切な評価等に努める」とされているところである。

しかし一方で、地域要件の設定にあたっては、業務の内容により区内事業者で十分な入札

参加者が確保できない場合もあるので、競争性の確保には十分留意することが必要であ

る。 

区が発注する契約において、産業振興政策である区内産業の活性化をどこまで配慮し

ていくべきかについては、極めて難しい問題である。前述のとおり、適切な地域要件の設定

には一定の合理性がある一方、「最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならな

い」とする地方自治の会計原則もある。最終的には、地方自治体における政策方針の問題

とも言えるが、単に「地元業者であるから」といった理由のみでは、区民等に対して明確な説

明にはならない。例えば、「地元事業者に発注するのは、どういった理由からであり、また、ど

のような点でメリットがあり、納税者である区民等に最終的にどのような利益があるのか」とい

った視点での説明責任を果たしていくことが必要であろう。 
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一方、東日本大震災以降、地方自治体においては、防災・減災対策をいかに進めていく

かが問われている。震災直後、瓦礫の山の中で、道路等の位置関係を正確に把握できたの

は地元事業者であり、迅速な復旧対応に大きな力を発揮したとも聞く。世田谷区内の事業

者の中にも、例えば、区と災害時協力協定を締結し、日頃から災害時に備えて重機等を確

保するなどの体制を整えたり、地域ボランティアに協力するなどの取組を行っているところも

ある。区内事業者への発注という地域要件を考えるとき、こういった区内事業者と契約をする

ことがその業務内容との関連において防災・減災対策の強化となり、ひいては区民の利益

につながっていくという面もあるものと考える。今後の公契約のあり方を考える上では、競争

性や公正性といった基本原則を阻害すべきでないことはいうまでもないが、災害時対応や

地域ボランティアなどのいわゆる社会貢献、地域貢献といった要素を適切に評価しながら、

入札・契約制度の効果的な仕組みを検討していくことが必要と考える。 
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６．公契約条例に関する意見 

今後、世田谷区の入札制度改革を進める上で、公契約の基本原則や基本価値といったもの

を作り、統一的な視点で制度改革を考えていくことは重要なことであり、こうした意味から、公契

約条例を作ることには意義があると考える。 

 

（１） 公契約の基本的な原則 

公契約条例の検討においては、まずは、公契約の基本原則を十分踏まえてなされる必

要がある。すなわち、公契約を通じて多様な価値の実現をめざすとしても、公契約の基本原

則が経済性原則と公正性原則であり、それらを実現するための競争性原則と透明性原則で

あるという大原則から逸脱するものではあってはならないと考える。 

一方で、地方公共団体は本来、政策を通じて多様な価値を実現していく機能を有してお

り、そのために公契約に基づき実施される様々な公共工事や公共サービスの質を維持し、

向上させることは自治体の責務であるといえるが、公契約における経済性を狭義にとらえ過

ぎてしまうと、それにより実現される価値を減じてしまう可能性もある。公契約を通じて達成さ

れる効果は、単に「費用」（価格）面での経済性の側面のみならず、その成果物・サービスが

産み出す直接的な価値と波及的な価値（地域経済活性化や防災への貢献等）の実現を含

めたより広い「価値」創出の視点から、判断される必要があろう。 

ただし、ここで注意すべきは、特定の政策目的の実現を公契約条例の中に規定するとし

ても、それは、最少経費最大効果の視点から限られた資源を有効利用し、受益者の視点か

ら支出に見合った価値（Value For Money: VFM）を提供するという公契約の基本性格からす

れば附帯的なものであるということである。従って、あくまでも入札手続における経済性・公

平性原則、つまり競争性や透明性を追求することが土台となる。その上で、それだけでは、

発注者・受注者のみならず労働者や区民に対する広い意味での公正性や、公契約の適正

な履行が必ずしも実現できていない場合には、そうした状況を踏まえた社会的な「価値」を

公契約の中に取り込んでいくことが必要であると考える。そして、そのことにより、公共調達全
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体の適正化を図り、最終的には納税者である区民全体の利益・利便性の向上を目指すもの

とする。 

 

（２） 区の公契約における社会的価値 

では、今後の区の公契約において、経済性・公正性原則と併せて検討すべき社会的価

値として、如何なるものが考えられるだろうか。 

区においては、平成１９年度以降の前回の入札・契約制度改革において、建設工事に制

限付一般競争入札を導入するなど競争性・透明性の向上を図っており、その結果、大きな

財政効果を産み出すなど、公金の適正使用という観点から大きな効果が見られた。 

一方で、今回実施したアンケートによれば、建設工事現場の労働者では、社会保険の加

入率が低く（「健康保険」７７．５％、「厚生年金」２６．８％、「雇用保険」２２．０％）、建設業退

職金共済手帳を持っている人は半数に満たず、また、一人親方で労災保険に加入している

人は６割以下となっており、長引く景気低迷の中、重層的下請・孫請という我が国の建設業

界独特の構造の中で、末端の労働者や一人親方に、法令遵守や適正な労働条件の確保と

いう面でしわ寄せが行っていると言える。従って、法令遵守や賃金を含めた適正な労働条件

の確保といった観点を積極的に入札・契約手続の中に取り込み、労働者の観点からも公契

約の適正な履行を図ることが望まれる。 

また、世田谷区は、非常に良好な居住環境があることが特徴であるが、こうした世田谷区

の財産について、公契約の面からどのように維持・向上させていくかといったことや、中長期

的な視点に立った公共施設の管理・保全といった点も課題である。特に、区内の公共施設

は今後次々と更新の時期を迎えることになるが、それらの改修・改築に際しては、その後の

維持管理も含めたトータルなコストを考慮するように工事契約や管理委託契約等に工夫を

加えるなど、幅広い公共政策的な視点を取り入れていくことが考えられる。 

加えて、前章で述べたように東日本大震災以降、住民の生活環境や資産の維持・向上を

考える上で、防災・減災という視点が以前にも増して重要なものとなっている。実際に地震等
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の災害が発生した場合には、救援の初期段階において地域のことをよく知る地元事業者が

大きな役割を果たすことになると考えられるが、そうした防災・減災を担う地元建設業者の維

持・育成やそこで働く技能労働者の育成、労働条件の確保といった視点を、入札・契約手続

の中に取り入れることが考えられる。 

 

（３） 公契約条例の制定に当たっての課題 

公契約条例の中に種々の社会的価値を規定するに当たっては、いくつかの課題がある。 

一つは法的な課題である。 

多様な社会的価値の実現を公契約の目的に位置付けることについては、それが会計法

令の原則を逸脱するものであるという反対論も存在する。また、労働者の賃金の下限額を規

定することについては、それが社会的価値向上の重要な一要素となり得るものであるので、

労働条件改善を実現されるべき価値の一つとして公契約の中に位置付けるとしても、様々

な法的課題に留意しつつ、慎重な検討がなされなければならない。すなわち、既に触れた

ように、自治体独自の労働賃金下限額の義務付けと、憲法や最低賃金法・労働基準法、地

方自治法等の法律との問題が必ずしも解決されていない状況にあることに加え、賃金等の

労働条件が本来であれば「労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであ

る」（労働基準法第２条）ことからすれば、介入の様態・程度によっては健全な労使関係の発

展が阻害されるおそれも否定できないことなどについても十分な検討が必要である。 

また、条例違反者に対する入札参加資格の剥奪や違反事実の公表などの懲罰的規定を

設ける場合には、それが強い法的制裁を課すものであるという点から、契約法の段階を超え

て監督法の領域に達してしまう点でも問題があると考えられる。なお、この点については、後

述する第三者委員会に、下請けも含めた労働条件の点検機能を何らかの形で持たせること

で懲罰的規定の代わりとすることも考えられよう。 

いずれにせよ、以上のように、公契約条例の規定内容については、現時点においては、

法との整合性について慎重な判断が必要になってくる部分が存在している。 
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二つ目は、公契約に社会的価値を取り入れるとしても、公契約条例にどこまで規定する

のかという問題である。 

既に区においては、各種の産業振興施策が実施されているが、公契約に取り込む社会

的価値の中には、そうした産業振興施策に委ねられるべきものもあると考えられる。従って、

社会的価値を公契約条例に基づく入札・契約手続を通じて実現するのか、或いは、産業振

興施策を通じて実現するのかについては一定の切り分けを行い、区民にとっても分かりやす

い簡潔な施策・例規体系になるよう留意する必要がある。 

 

（４） 公契約条例の制定に向けて 

以上のように、公契約条例制定の検討に当たっては、公契約の基本原則を前提としなが

らも、事業者の経営環境や、事業者によって雇用される下請けも含めた労働者の労働環境

の改善に止まらず、広く公共政策的な視点や納税者である区民の利益といった点を取り入

れながら、幅広い検討が必要と考えられる。そして、その検討結果について、法的整合性や

産業振興施策との関連性等から再度慎重な検討を加えて、経済性・公正性原則と社会的価

値のバランスにも十分に配慮しつつ、世田谷区に相応しい目的や理念、適用範囲等を明確

にし、公契約条例の制定を目指すべきであると考える。 

また、条例の効果について評価・点検するために中立的な第三者委員会を設置し、実効

性を確保していくことについても検討すべきであると考える。 
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世田谷区公契約のあり方検討委員会設置要綱 

平成２３年８月２３日 

２３世経理第３０６号 

（目的） 

第１条 急激な社会経済環境の変化及び労働環境の悪化等を踏まえ、世田谷区にふさわしい今後の公契

約のあり方について調査及び検討を行うため、世田谷区公契約のあり方検討委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（調査及び検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、区長に報告する。 

(1) 公契約のあり方に関すること。 

(2) 入札制度改革に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項。 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、区長が委嘱する学識経験者３名及び次に掲げる職にある者をもって構成する。 

(1) 政策経営部長 

(2) 財務部長 

(3) 施設営繕担当部長 

(4) 土木事業担当部長 

(5) 教育次長 

（会長） 

第４条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 委員会は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席し、かつ、学識経験者である委員２人の出席がなければ、会議を開くこ

とができない。 

３ 委員会の会議は、これを公開しない。 

４ 委員会は、議事概要を作成し、これを公表する。 

（関係者の出席） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、財務部経理課に置く。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。 
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世田谷区公契約のあり方検討委員会 委員名簿 

（任期：平成 23 年９月１日～平成 25 年８月 31 日） 

 

 名  称 氏  名 現職 等 

1 会  長 塚本 一郎 明治大学経営学部 教授 

2 職務代理 永山 利和 元 日本大学商学部 教授 

3 委  員 大井 暁 弁護士 

4 委  員 宮崎 健二 世田谷区政策経営部長 

5 委  員 

西澤 和夫
(～25.3.31) 

金澤 博志
(25.4.1～) 

世田谷区財務部長 

6 委  員 

柳澤 正孝
(～24.3.31) 

渡辺 正男
(24.4.1～) 

世田谷区施設営繕担当部長 

7 委  員 

吉田 博 
(～24.3.31) 

青山 雅夫
(24.4.1～) 

世田谷区土木事業担当部長 

8 委  員 

佐藤 健二
(～25.3.31) 

古閑 学 
(25.4.1～) 

世田谷区教育次長 

 



 35

世田谷区公契約のあり方検討委員会の開催状況 

 

◆ 第１回検討委員会：平成 23 年９月 27 日開催 

○ 会長の選任、職務代理の指名 

○ 今後の進め方について 

○ 世田谷区の入札・契約制度の概要 

○ 検討委員会の運営について 

 

◆ 第２回検討委員会：平成 23 年 12 月２日開催 

○ 世田谷区の入札・契約制度の運用状況等 

○ 公契約をめぐる動き、他自治体の状況等 

○ 公契約、入札制度をめぐる課題・論点等 

 

◆ 第３回検討委員会：平成 24 年１月 27 日開催 

○ 検討委員会における検討範囲について 

○ 世田谷区における入札・契約制度の見直し等 

○ 実態把握調査・ヒアリング調査の実施方法等 

 

◆ 第４回検討委員会 ：平成 24 年５月 28 日開催 

○ 実態調査アンケートについて 

○ 他自治体における公契約条例等の状況 

 

◆ 第５回検討委員会：平成 24 年 10 月 30 日開催 

○ 世田谷区における入札制度改革について 

○ 公契約条例について 

 

◆ 第６回検討委員会：平成 24 年 12 月 19 日開催 

○ 公契約条例の法的課題について 

○ 入札制度改革及び公契約条例について 

 

◆ 第７回検討委員会：平成 25 年１月 28 日開催 

○ 公契約のあり方検討に関する中間報告書について 

 

◆ 第８回検討委員会：平成 25 年５月 21 日開催 

○ 世田谷区にふさわしい公契約条例のあり方について 

○ 公契約のあり方検討に関する最終報告書について 
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公契約のあり方についてのアンケート 調査結果 

Ⅰ．調査概要 

１．調査期間 

平成 24 年６月 13 日（水）～30 日（土） 

 

２．調査対象 

Ａ．建設事業者        251 事業者 

内訳 

平成 23 年度中に区と工事請負契約を結んでいる全ての元請事業者  228 事業者 

及びその下請けで区内に本社又は支店、営業所のある事業者    23 事業者 

Ｂ．委託等事業者        411 事業者 

内訳 

平成 23 年度中に区と業務委託契約を結んでいる事業者（一部業種及び区外郭団体を除く） 

         396 事業者 

平成 23 年度中に区と指定管理協定を結んでいる事業者（区外郭団体等を除く）  15 事業者 

Ｃ．労働者 

調査期間中に区発注工事（15 現場）に従事する労働者 

 

３．調査方法 

建設及び委託等事業者は、郵送による配布・回収 

労働者は、各工事現場にて配布・回収 

 

４．有効回収票数（有効回収率） 

Ａ．建設事業者 207 票（82.5％） 

内訳 

元請事業者 195 票（85.5％） 

下請事業者  12 票（52.2％） 

Ｂ．委託等事業者 310 票（75.4％） 

内訳 

委託事業者 301 票（76.0％） 

指定管理者   9 票（60.0％） 

Ｃ．労働者  209 票 

Ｄ．総計  726 票 
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無回答→2(1.0%)

世田谷区内の支店・営業所→23(11.1%)

世田谷区外の本店→16(7.7%)

世田谷区外の支店・営業所→11(5.3%)

世田谷区内の本店→155(74.9%)

表記：回答項目→回答数（割合）

全回答数：207

９人以下→107(51.7%)

１０～２９人→63(30.4%)

３０～４９人→12(5.8%)

５０～９９人→10(4.8%)

１００人以上→12(5.8%)

無回答→3(1.4%)

全回答数：207

１０００万円以上
３０００万円未満→97(46.9%)

１０００万円未満→25(12.1%)

３０００万円以上
５０００万円未満→40(19.3%)

５０００万円以上
１億円未満→23(11.1%)

１億円以上→21(10.1%)

無回答→1(0.5%) 全回答数：207

Ⅱ．結果概要 

（１） 建設事業者 

１．事業所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業所が雇用している常用労働者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．資本金 
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土木工事→37(17.9%)

建築工事→34(16.4%)

電気設備工事→23(11.1%)
機械設備工事→35(16.9%)

造園工事→26(12.6%)

その他→39(18.8%)

無回答→13(6.3%)
全回答数：207

１，２年目→2(1.0%)

３～５年目→18(8.7%)

１０年目以上→168(81.2%)

６～９年目→15(7.2%)

無回答→4(1.9%)

全回答数：207

1(0.5%)4(1.9%)
12(5.8%)

97(46.9%)

75(36.2%)

18(8.7%)
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数値：回答数（割合）

全回答数：207

４．主な入札参加業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．世田谷区の入札参加年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．最近３年間の経営環境の変化 
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2(1%)
6(2.9%)

34(16.4%)

66(31.9%)67(32.4%)
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全回答数：199
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増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：207

７．最近３年間の受注額の変化 

＜公共工事＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜民間工事＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．最近３年間の従業員の平均賃金の変化 

＜正社員＞ 
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0

55(26.6%)

5(2.4%)

109(52.7%)

30(14.5%)

8(3.9%)
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140

1 2 3 4 5 6大
き

く
減
少

や
や

減
少

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い や
や

増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：207

52(25.1%)

1(0.5%)3(1.4%)

116(56%)

24(11.6%)

11(5.3%)
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80
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1 2 3 4 5 6大
き

く
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少
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減
少

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い や
や

増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：207

5(2.6%)

100(51.3%)

90(46.2%)

0

20

40
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80

100

120

1 2 3あ
る

な
い

無
回

答

全回答数：195

＜契約社員・嘱託＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パート・アルバイト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．世田谷区の入札における辞退の有無（平成 23 年度） 
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0
4(4.4%)

29(32.2%)

17(18.9%)

66(73.3%)
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1 2 3 4 5積
算

金
額
が
予
定

価
格

に
見

合
わ
な
か
っ

た

無
回

答

他
の

入
札
で
落
札

者
と

な
っ

た

配
置

予
定
技
術
者

の
都

合
が

つ
か
な
く
な
っ

た

そ
の

他

全回答数：90
（複数回答可）

4(2.1%)

13(6.7%)

21(10.8%)

48(24.6%)

68(34.9%)

54(27.7%)
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1 2 3 4 5 6一
般

競
争
入
札
が

原

則
で

あ
る
か
ら
、

導

入
は

当
然
で
あ
る

も
と

も
と
希
望
制

で

広
く

区
内
事
業
者

を

募
っ

て
お
り
、

あ

ま

り
変

わ
ら
な
い

希
望

制
指
名
競
争

入

札
に

戻
す
べ
き
だ

分
か

ら
な
い

無
回

答

そ
の

他

全回答数：195
（複数回答可）

10(5.1%)
14(7.2%)

24(12.3%)

89(45.6%)

69(35.4%)
75(38.5%)

97(49.7%)
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20
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1 2 3 4 5 6 7区
の

発
注
本
数
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っ

て
い
る
た
め
、

競
争

が
激
し
く
な
っ

て
い

る

入
札

参
加
事
業
者
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増
加

し
て
お
り
、

競

争
が

激
し
く
な
っ

て

い
る

落
札

率
が
低
下
し

て

い
る

価
格

競
争
が
激
し

く
、

受

注
で

き
て
も
赤
字

に
な
る

な
ど
、

不
適
切
な

落
札
水

準
の

工
事
が
増
え

て
い
る

無
回

答

健
全

な
競
争
環
境

に
あ

り
、

特
に
問

題
は

な
い

そ
の

他

全回答数：195
（複数回答可）

＜その理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．世田谷区が平成 21 年４月から制限付一般競争入札を導入したことについての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．最近３年間の区発注工事の入札環境について 
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22(13.7%)22(13.7%)

13(8.1%)

44(27.3%)

74(46%)
78(48.4%)
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気

低
迷
の
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予
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の
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一
般

競
争
入
札
の

導
入

の
影
響

無
回

答

分
か

ら
な
い

そ
の

他

全回答数：161
（複数回答可）

3(1.4%)

19(9.2%)

48(23.2%)

62(30%)

119(57.5%)

48(23.2%)
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し 下
請

業
者
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し
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回

答

区
発

注
工
事
の
落

札
額

の
低
下
へ
の

対
応

を
主
な
目
的

と
し

た
対
策
は
講

じ
て

い
な
い

そ
の

他

全回答数：207
（複数回答可）

1(0.5%)
6(2.9%)

19(9.2%)

117(56.5%)

64(30.9%)
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無
回

答

こ
の

３
年
ほ
ど
は

下
請

を
使
っ

て
い

な
い

全回答数：207

＜その要因として考えられること＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．区発注工事の落札額の低下が要因となって、何らかの対策を講じたことがあるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．下請けとして使っている事業者数の最近３年間の変動 
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6(2.9%)6(2.9%)

15(7.2%)

35(16.9%)

79(38.2%)

66(31.9%)
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の

ま
ま
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全
て
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工
事
で
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公
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に
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回

答

そ
の

他

全
て

の
工
事
で
事

後

公
表

に
す
べ
き

分
か

ら
な
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全回答数：207

5(2.4%)4(1.9%)

22(10.6%)

176(85%)
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そ
の

他

最
低

制
限
価
格
制

度

が
あ

る
と
、

落
札

が
、

企
業
努
力
の

結

果
で

は
な
く
運
任

せ

に
な

る
の
で
必
要

な

い

全回答数：207

1(0.6%)1(0.6%)

136(75.6%)

42(23.3%)
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1 2 3 4こ
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低

制
限
価
格
を
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下
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い最
低

制
限
価
格
を

引

き
上

げ
て
欲
し
い

全回答数：180

14．区の予定価格の事前公表制度（予定価格が 2000 万円以上の工事）についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．区の最低制限価格制度（＊）についての考え 

＊ 予定価格が 300 万円（建築一式工事は 500 万円）以上の工事で導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜最低制限価格の水準について＞ 
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9(4.3%)

25(12.1%)

38(18.4%)

59(28.5%)

76(36.7%)
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入

札
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導
入
を
拡
大

し
て

欲
し
い

区
の

契
約
は
、

競

争

入
札

と
し
て
価
格

競

争
を

主
と
す
べ
き

で

あ
り
、

そ
の
他
の

評

価
項

目
は
必
要
な

い

全回答数：207

9(6.7%)7(5.2%)

  19(14.1%)20(14.8%)

55(40.7%)

10(7.4%)
6(4.4%)

20(14.8%)

51(37.8)
57(42.2%)

75(55.6%)

104(77%)
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格
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状
況

無
回

答

退
職

金
共
済
へ
の

加
入

の
有

無

就
業

規
則
の
育
児

休
暇
・

介
護

休
暇
規
定
の

有
無
及

び
そ

の
内
容

Ｉ
Ｓ

Ｏ
取
得
状
況

障
害

者
雇
用
状
況

災
害

時
の
区
と
の

協
力

（

防

災
協
定
等
）

の
有
無

地
域

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
地

域
へ

の
貢
献
度

使
用

す
る
下
請
事

業
者
に
お

け
る

区
内
事
業
者

の
割
合

そ
の

他

全回答数：135
（複数回答可）

6(4.4%)
9(6.7%)9(6.7%)

36(26.7%)

75(55.6%)
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80
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災
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際
し
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十
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に

配
慮

す
べ
き
で
あ

る

無
回

答

そ
の

他

価
格

以
外
の
項
目

と

し
て

は
、

あ
く
ま

で

工
事

に
係
る
技
術

力

や
実

績
を
評
価
す

べ

き
で

あ
り
、

そ
れ

以

外
の

評
価
項
目
は

必

要
な

い

分
か

ら
な
い

全回答数：135

16．区の総合評価競争入札制度（試行）（＊）についての考え 

＊ 予定価格が 2500 万円以上の工事の一部で導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総合評価方式において価格以外の評価項目として加えるべきもの＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜区の契約と防災・災害対策の関係等についてどう考えるか＞ 
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17(8.2%)

5(2.4%)

21(10.1%)

97(46.9%)

29(14%)
38(18.4%)
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業

員
の
労
働
環

境

の
改

善
な
ど
に
つ

な

が
る

の
で
、

公
契

約

条
例

の
制
定
が
必

要

で
あ

る

無
回

答

そ
の

他

従
業

員
の
労
働
環

境

は
事

業
者
の
経
営

上

の
問

題
で
あ
り
、

公

契
約

条
例
の
制
定

の

必
要

は
な
い

公
契

約
条
例
に
つ

い

て
よ

く
知
ら
な
い

公
契

約
条
例
に
つ

い

て
は

知
っ

て
い
る

が
、

ど
う
す
れ
ば

よ

い
か

分
か
ら
な
い

全回答数：207

17．最近、公契約条例を制定する自治体が出てきていることについての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18．世田谷区の入札や契約に関しての自由意見（主なもの） 

・ 区内本店を優先してほしい。 

・ 契約に関する提出書類等を簡素化してほしい。 

・ 工事等の丸投げ等に関して、実態調査をすべき。 

・ 最低制限価格を引き上げてほしい。 

・ 区監督員の能力向上を。 

・ 発注工事の件数増加と発注時期の分散を。 

・ 総合評価競争入札で、災害時協定等を評価すべき。 
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世田谷区内の支店・営業所→31(10.0%)

世田谷区外の本店→118(38.1%)

世田谷区外の支店・営業所→31(10.0%)

世田谷区内の本店→130(41.9%)

表記：回答項目→回答数（割合）

全回答数：310

９人以下→91(29.4%)

１０～２９人→86(27.7%)３０～４９人→31(10.0%)

５０～９９人→36(11.6%)

１００人以上→64(20.6%)

無回答→2(0.6%) 全回答数：310

１０００万円以上
３０００万円未満→152(49.0%)

１０００万円未満→30(9.7%)

３０００万円以上
５０００万円未満→47(15.2%)

５０００万円以上
１億円未満→31(10.0%)

１億円以上→42(13.5%)

無回答→8(2.6%) 全回答数：310

（２） 委託等事業者 

１．事業所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業所が雇用している常用労働者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．資本金 
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建物清掃→36(11.6%)

公園・道路等管理→77(24.8%)

運搬請負→30(9.7%)

印刷→34(11.0%)

設計・測量→70(22.6%)

調査・検査→34(11.0%)

その他→86(27.7%)

施設等管理・保守→48(15.5%)

廃棄物等処理→29(9.4%)
警備→20(6.5%)

全回答数：310
（複数回答可）

１，２年目→9(2.9%)

３～５年目→60(19.4%)

１０年目以上→179(57.7%)

６～９年目→60(19.4%)

無回答→2(0.6%) 全回答数：310

2(0.6%)2(0.6%)

43(13.9%)

127(41%)

107(34.5%)

29(9.4%)
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40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6大
き

く
悪
化
し
て

い
る

悪
化

し
て
い
る

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い

改
善

し
て
い
る

大
き

く
改
善
し
て

い
る

無
回

答

数値：回答数（割合）

全回答数：310

４．主な入札参加業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．世田谷区の入札参加年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．最近３年間の経営環境の変化 
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4(1.3%)
12(3.9%)

55(17.7%)

79(25.5%)

104(33.5%)

56(18.1%)

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6大
き

く
減
少

や
や

減
少

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い や
や

増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：310

16(5.2%)

3(1%)

33(10.6%)

94(30.3%)

113(36.5%)

51(16.5%)

0
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100

120

1 2 3 4 5 6大
き

く
減
少

や
や

減
少

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い や
や

増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：310

0 1(0.3%)

48(15.5%)

170(54.8%)

72(23.2%)

19(6.1%)
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20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6大
き

く
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少

や
や
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少

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い や
や

増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：310

７．最近３年間の受注額の変化 

＜公共業務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜民間業務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．最近３年間の従業員の平均賃金の変化 

＜正社員＞ 
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47(15.2%)

2(0.6%)

21(6.8%)

176(56.8%)

58(18.7%)

6(1.9%)
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1 2 3 4 5 6大
き

く
減
少
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や

減
少

あ
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変
わ
ら
な

い や
や

増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：310

33(10.6%)

2(0.6%)

25(8.1%)

198(63.9%)

47(15.2%)

5(1.6%)
0

50
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200
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1 2 3 4 5 6大
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や
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少

あ
ま
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変
わ
ら
な

い や
や

増
加

大
き

く
増
加

無
回

答

全回答数：310

6(2%)

25(8.3%)

38(12.6%)

103(34.2%)

129(42.9%)
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140

1 2 3 4 5希
望

制
と
し
て
広

く

入
札

参
加
者
を
募

る

こ
と

は
、

競
争
性

の

確
保

の
点
か
ら
良

い

こ
と

で
あ
る

従
前

の
直
接
指
名

制

に
戻

す
べ
き
だ

分
か

ら
な
い

無
回

答

そ
の

他

全回答数：301

＜契約社員・嘱託＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パート・アルバイト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．世田谷区が平成 20 年 10 月から希望制指名競争入札を導入したことについての考え 
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10(3.3%)14(4.7%)

40(13.3%)

108(35.9%)

153(50.8%)

134(44.5%)

175(58.1%)

86(28.6%)
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て
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、
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争
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激
し
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な
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て
い
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入
札

参
加
事
業
者

が

増
加

し
て
お
り
、

競

争
が

激
し
く
な
っ

て

い
る

落
札

率
が
低
下
し

て

い
る

無
回

答

健
全

な
競
争
環
境

に
あ

り
、

特
に
問

題
は

な
い

そ
の

他

価
格

競
争
が
激
し

く
、

受
注

で
き
て
も
赤

字
に

な
る

な
ど
、

不
適

切
な

落
札

水
準
の
業
務

が
増

え
て

い
る

業
務

の
実
施
実
態

や
履

行
な

ど
の
面
で
不

適
切

な
事

業
者
が
増
え

て
い

る

全回答数：301
（複数回答可）

26(8.6%)24(8%)

94(31.2%)

112(37.2%)

94(31.2%)

82(27.2%)

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6従
業

員
の
賃
金
の

見

直
し
（

減
額
）

従
業

員
数
（

体

制
）

の
見
直
し

経
費

の
削
減

無
回

答

区
発

注
業
務
の
落

札
額

の
低
下
へ
の

対
応

を
主
な
目
的

と
し

た
対
策
は
講

じ
て

い
な
い

そ
の

他

全回答数：301
（複数回答可）

10．最近３年間の区発注業務の入札環境について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その要因として考えられること＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．区発注業務の落札額の低下が要因となって、何らかの対策を講じたことがあるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35(13.9%)35(13.9%)

21(8.4%)

115(45.8%)

61(24.3%)

107(42.6%)

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6景
気

低
迷
の
影
響

区
の

予
算
の
減
少

の
影

響

希
望

制
指
名
競
争

入
札

の
導
入
の
影

響 無
回

答

分
か

ら
な
い

そ
の

他

全回答数：251
（複数回答可）
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01(2.8%)

4(11.1%)

31(86.1%)

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4最
低

制
限
価
格
制

度

は
、

ダ
ン
ピ
ン
グ

防

止
の

た
め
に
も
必

要

で
あ

る

無
回

答

そ
の

他

最
低

制
限
価
格
制

度

が
あ

る
と
、

落
札

が
、

企
業
努
力
の

結

果
で

は
な
く
運
任

せ

に
な

る
の
で
必
要

な

い

全回答数：36

25(8.4%)
15(5%)

46(15.4%)

29(9.7%)

183(61.4%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5全
て

の
業
務
委
託

に

最
低

制
限
価
格
制

度

を
導

入
し
て
欲
し

い

無
回

答

そ
の

他

最
低

制
限
価
格
制

度

が
あ

る
と
、

落
札

が
、

企
業
努
力
の

結

果
で

は
な
く
運
任

せ

に
な

る
の
で
必
要

な

い 分
か

ら
な
い

全回答数：298

0
2(6.3%)

25(78.1%)

5(15.6%)

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4こ
の

ま
ま
で
よ
い

無
回

答

最
低

制
限
価
格
を

引

き
上

げ
て
ほ
し
い

最
低

制
限
価
格
を

引

き
下

げ
て
ほ
し
い

全回答数：32

12．区の最低制限価格制度（＊）についての考え 

＊ 予定価格が 200 万円以上の建物清掃で導入 

＜建物清掃事業者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜建物清掃以外の事業者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜最低制限価格の水準について（建物清掃事業者）＞ 
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39(13%)

74(24.6%)

38(12.6%)

150(49.8%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4業
務

委
託
で
も
総

合

評
価

競
争
入
札
を

導

入
し

て
欲
し
い

無
回

答

分
か

ら
な
い

区
の

契
約
は
、

競

争

入
札

と
し
て
価
格

競

争
を

主
と
す
べ
き

で

あ
り
、

そ
の
他
の

評

価
項

目
は
必
要
な

い

全回答数：301

11(7.3%)

47(31.3%)
42(28%)

66(44%)

37(24.7%)
32(21.3%)

60(40%)

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7無
回

答

就
業

規
則
の
育
児

休

暇
・

介
護
休
暇
規

定

の
有

無
及
び
そ
の

内

容Ｉ
Ｓ

Ｏ
取
得
状
況

障
害

者
雇
用
状
況

災
害

時
の
区
と
の

協

力
（

防
災
協
定
等
）

の
有

無

地
域

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

等
地

域
へ
の
貢
献

度

そ
の

他

全回答数：150
（複数回答可）

7(4.7%)7(4.7%)
11(7.3%)

46(30.7%)

79(52.7%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5防
災

等
の
地
域
へ

の

貢
献

度
に
つ
い
て

は
、

区
の
契
約
・

発

注
に

際
し
て
十
分

に

配
慮

す
べ
き
で
あ

る

無
回

答

そ
の

他

価
格

以
外
の
項
目

と

し
て

は
、

あ
く
ま

で

工
事

に
係
る
技
術

力

や
実

績
を
評
価
す

べ

き
で

あ
り
、

そ
れ

以

外
の

評
価
項
目
は

必

要
な

い

分
か

ら
な
い

全回答数：150

13．区の総合評価競争入札制度（試行）（＊）についての考え 

＊ 予定価格が 2500 万円以上の工事の一部で導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総合評価方式において価格以外の評価項目として加えるべきもの＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜区の契約と防災・災害対策の関係等についてどう考えるか＞ 
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23(7.4%)

7(2.3%)

20(6.5%)

132(42.6%)

55(17.7%)

73(23.5%)

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6従
業

員
の
労
働
環

境

の
改

善
な
ど
に
つ

な

が
る

の
で
、

公
契

約

条
例

の
制
定
が
必

要

で
あ

る

無
回

答

そ
の

他

従
業

員
の
労
働
環

境

は
事

業
者
の
経
営

上

の
問

題
で
あ
り
、

公

契
約

条
例
の
制
定

の

必
要

は
な
い

公
契

約
条
例
に
つ

い

て
よ

く
知
ら
な
い

公
契

約
条
例
に
つ

い

て
は

知
っ

て
い
る

が
、

ど
う
す
れ
ば

よ

い
か

分
か
ら
な
い

全回答数：310

14．世田谷区における指定管理者制度（選定方法や契約・業務内容など）についての意見（主なもの） 

・ 指定管理の契約期間を延長してほしい。 

・ 指定管理者の裁量権の拡大を。 

 

15．最近、公契約条例を制定する自治体が出てきていることについての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．世田谷区の入札や契約に関しての自由意見（主なもの） 

・ 区内本店を優先してほしい。 

・ 委託業務についても、最低制限価格制度を導入すべき。 

・ 価格以外に、事業者の免許、資格、保有機材などでも判断すべき。 

・ 希望者の全てを指名する必要はない。 

・ 業務によっては（直接）指名競争入札も取り入れるべき。 

・ 総合評価競争入札の活用を。 

・ 設計等の業務は、プロポーザル方式で。 
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男
性

女
性

209 0

1(0.5%)

32(15.3%)

48(23%)
46(22%)

57(27.3%)

21(10%)

4(1.9%)

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7１
０

代

無
回

答

２
０

代

３
０

代

４
０

代

５
０

代

６
０

代
以
上

全回答数：209

数値：回答数（割合）

2(1%)

14(6.7%)

47(22.5%)

24(11.5%)

6(2.9%)

89(42.6%)

27(12.9%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7世
田

谷
区
内

無
回

答

都
内
（

世
田

谷
区

以
外
）

千
葉

県

埼
玉

県

神
奈

川
県

そ
の

他

全回答数：209

0

1
(0.5%)

62
(29.7%)

9
(4.3%)

12
(5.7%)6

(2.9%)1
(0.5%)

8
(3.8%)

5
(2.4%)

4
(1.9%)

3
(1.4%)

8
(3.8%)

10
(4.8%)

13
(6.2%)

12
(5.7%)

40
(19.1%)

8
(3.8%)

7
(3.3%)

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18大
工

左
官

と
び
・

土
木

型
枠
工

鉄
筋
工

鉄
骨
工

電
工

配
管
工

板
金
工

塗
装
工

内
装
・

建
具

サ
ッ

シ

・
ガ
ラ
ス
工

タ
イ
ル

工

造
園
工

運
転
・

オ
ペ
レ
ー

タ

雑
工

そ
の
他

無
回
答

全回答数：209

（３） 労働者 

１．＜性別＞ 

 

 

 

＜年齢＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜居住地＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な職種＞ 
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8(3.8%)

56(26.8%)

91(43.5%)

4(1.9%)

34(16.3%)

5(2.4%)
11(5.3%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7事
業

主

無
回

答

一
人

親
方
（

個

人
請

負
）

職
長
（

正
規
社

員
）

職
長
（

非
正

規
雇

用
）

労
働

者
（

正

規
社

員
）

労
働

者
（

非

正
規

雇
用
）

全回答数：209

2(1%)

14(6.7%)

22(10.5%)
19(9.1%)

1(0.5%)

82(39.2%)

69(33%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7世
田

谷
区
内

無
回

答

都
内
（

世
田
谷

区
以

外
）

千
葉

県

埼
玉

県

神
奈

川
県

そ
の

他

全回答数：209

＜職階・雇用形態＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．勤務している事業所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業所は本工事の元請か下請か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(3.3%)6(2.9%)8(3.8%)

56(26.8%)

74(35.4%)

58(27.8%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6元
請

無
回

答

１
次

下
請

２
次

下
請

３
次

下
請
以
下

分
か

ら
な
い

全回答数：209
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4(1.9%)

32(15.3%)33(15.8%)

69(33%)

28(13.4%)28(13.4%)

15(7.2%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7１
年

目

無
回

答

２
～

５
年
目

６
～

１
０
年
目

１
１
～

２
０
年
目

３
１

年
目
以
上

２
１
～

３
０
年
目

全回答数：209

3(1.4%)7(3.3%)

40(19.1%)

123(58.9%)

32(15.3%)

4(1.9%)

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6大
き

く
増
え
て
い

る

増
え

て
い
る

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い

減
っ

て
い
る

大
き

く
減
っ

て
い

る

無
回

答

全回答数：209

0 3(1.4%)

17(8.1%)

75(35.9%)

98(46.9%)

16(7.7%)

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6大
き

く
増
え
て
い

る

増
え

て
い
る

あ
ま

り
変
わ
ら
な

い

減
っ

て
い
る

大
き

く
減
っ

て
い

る

無
回

答

全回答数：209

４．建設工事に携わるようになって通算何年目か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．建設工事の仕事での労働時間の変化（最近３年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．建設工事での現在の職種から得る賃金の変化（最近３年間） 
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0

6(5.1%)

18(15.3%)

27(22.9%)

20(16.9%)20(16.9%)
19(16.1%)

8(6.8%)

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8８
千

円
未
満

1
0

千
円
未
満

1
2

千
円
未
満

無
回

答

１
4

千
円
未
満

１
6

千
円
未
満

１
8

千
円
未
満

１
8

千
円
以
上

平均：１２５３３．９円

全回答数：118

0

35(32.7%)

61(57%)

9(8.4%)

1(0.9%)1(0.9%)
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 61
0

日
未
満

1
0

日
以
上

1
5

日
未
満

無
回

答

1
5

日
以
上

2
0

日
未
満

2
0

日
以
上

2
5

日
未
満

2
5

日
以
上

平均：２１．９５日

全回答数：107

0

18(20%)

11(12.2%)

22(24.4%)

25(27.8%)

8(8.9%)

5(5.6%)

1(1.1%)

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 81
5

万
円
未
満

無
回

答

2
0

万
円
未
満

2
5

万
円
未
満

3
0

万
円
未
満

3
5

万
円
未
満

4
0

万
円
未
満

4
5

万
円
未
満

平均：３０．３６万円

全回答数：90

７．建設工事の仕事から得る賃金 

＜日給（日当）制の場合：本工事現場の平均日給（日当）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日給（日当）制の場合：調査日前一月の労働日数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜月給制の場合：月給（過去三ヶ月平均）＞ 
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0 0 0

40
(47.1%)

40
(47.1%)

5
(5.9%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 61
0

日
未
満

1
0

日
以
上

1
5

日
未
満

無
回

答

1
5

日
以
上

2
0

日
未
満

2
0

日
以
上

2
5

日
未
満

2
5

日
以
上

平均：２３．１９日

全回答数：85

20(9.6%)

33(15.8%)

64(30.6%)

48(23%)
44(21.1%)

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5貼
付

を
受
け
て
い

る 無
回

答

貼
付

を
受
け
て
い

な
い

手
帳

を
持
っ

て
い

な
い

建
退

共
を
知
ら
な

い

全回答数：209

20(9.6%)
9(4.3%)

46(22%)
56(26.8%)

162(77.5%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5健
康

保
険

無
回

答

厚
生

年
金

労
災

保
険
（

事
業

主
、

一
人
親
方
の

み
）

雇
用

保
険

全回答数：209
（複数回答可）

＜月給制の場合：一月の労働日数（過去三ヶ月平均）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．建退共証紙の貼付を受けているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．加入している社会保険又は労働保険 
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32(15.3%)

4(1.9%)4(1.9%)

107(51.2%)

16(7.7%)

46(22%)

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6従
業

員
の
労
働
環

境

の
改

善
な
ど
に
つ

な

が
る

の
で
、

公
契

約

条
例

の
制
定
が
必

要

で
あ

る

無
回

答

そ
の

他

従
業

員
の
労
働
環

境

は
事

業
者
の
経
営

上

の
問

題
で
あ
り
、

公

契
約

条
例
の
制
定

の

必
要

は
な
い

公
契

約
条
例
に
つ

い

て
よ

く
知
ら
な
い

公
契

約
条
例
に
つ

い

て
は

知
っ

て
い
る

が
、

ど
う
す
れ
ば

よ

い
か

分
か
ら
な
い

全回答数：209

10．建設工事の仕事や賃金について、生計の維持などの面で感じていること（主なもの） 

・ 生活が厳しい。 

・ 将来が不安。 

・ 職人の数が減っている。 

・ 仕事が増えている一方、収入が上がらない。 

・ あまり変わらない。 

 

11．最近、公契約条例を制定する自治体が出てきていることについて 
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区政モニターアンケート 調査結果 

Ⅰ．調査概要 

１．調査期間 

平成 25 年６月 13 日（木）～27 日（木） 

 

２．調査対象 

第 15 期区政モニター 198 人 

 

３．調査方法 

郵送又は E メールによる配布・回収 

 

４．有効回収票数（有効回収率） 

159 票（80.3％） 

 

Ⅱ．調査結果 

問１．世田谷区の入札方式や契約制度について、関心がありますか（○は一つ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ n=159

23.3

40.3 

19.5

4.4

12.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

大いに関心がある

少し関心がある

あまり関心がない

まったく関心がない

今回のアンケートで関心を持った

無回答
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問３ n=159

1.9

17.6

80.5

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っている

少し知っている 

いま、初めて知った 

無回答 

問２ n=159

55.3 

67.9 

77.4 

39.6

57.9 

18.2

39.0

32.1

19.5

2.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

競争性・経済性

公平性

透明性

ダンピング（公正な競争を妨げるような
不当に低い価格で販売すること）の防止

履行の質の確保（事業者の技術力・実績）

公契約の相手方の労働環境の改善

公契約の相手方における
コンプライアンス（法令遵守）

区内産業の活性化

公契約の相手方の災害対策や
ボランティアなどの地域貢献

契約制度等について
関心がない・意見がない

無回答

問２．現在の世田谷区の入札方式や契約制度で重要だと思うことは何ですか（○は該当するもの全て）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．最近、千葉県野田市や神奈川県川崎市、東京都多摩市、高知県高知市、山形県などのように、公契

約に関係した条例を制定する自治体が出てきていますが、「公契約条例」について、ご存知でしたか

（○は一つ）。 
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問４ n=159

48.4

22.0 

3.1

5.0

6.9

3.8

1.9

1.3

4.4

3.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

区の契約の競争性や経済性、
公平性、透明性を高めること

区の契約の履行の質を確保すること

区の契約の相手方の労働環境を改善すること

区の契約の相手方に法令を遵守させこと

区の契約が区内産業の育成や
活性化につながること

区の契約において事業者の地域貢献など
（災害対策やボランティアなど）

その他（※具体的な内容を問５でお答えください。）

公契約条例を制定する必要はない

公契約条例がよく分からない
・公契約条例に関心がない

無回答

価格以外の面をもっと評価すること

問４．世田谷区が公契約条例を制定する場合、何を最も重視するべきだと考えますか（○は一つ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 5．現在の世田谷区の入札方式や契約制度や「公契約のあり方検討に関する中間報告書」、世田谷区

の公契約条例（未制定）のあり方についてのご意見を自由にお書きください。 

（※ 報告書本文 P.14～17 に、ご意見のうち主なものを掲載。） 

 


